
【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月22日

【会社名】 三井物産株式会社

【英訳名】 MITSUI & CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　堀　健一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目2番1号

【電話番号】 東京（3285）1111（大代表）

【事務連絡者氏名】 IR部長　　小西　秀明

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目2番1号

【電話番号】 東京（3285）1111（大代表）

【事務連絡者氏名】 IR部長　　小西　秀明

【縦覧に供する場所】 当社中部支社

（名古屋市中村区名駅四丁目8番18号）

当社関西支社

（大阪市北区中之島二丁目3番33号）

証券会員制法人札幌証券取引所

（札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

株式会社名古屋証券取引所

（名古屋市中区栄三丁目8番20号）

証券会員制法人福岡証券取引所

（福岡市中央区天神二丁目14番2号）

【表紙】



１【提出理由】

2023年6月21日開催の当社第104回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであり

ます。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年6月21日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき金75円

なお、2022年12月に、1株につき65円の中間配当金を支払っており、1株当たりの年間配当金は140円

となる。

第２号議案　取締役15名選任の件

取締役として、安永 竜夫、堀 健一、宇野 元明、竹増 喜明、中井 一雅、

重田 哲也、佐藤 理、松井 透、大黒 哲也、サミュエル ウォルシュ、内山田 竹志、

江川 雅子、石黒 不二代、サラ L. カサノバ及びジェシカ タン スーン ネオを選任する。

第３号議案　監査役3名選任の件

監査役として、藤原 弘達、林 眞琴及び塩谷 公朗を選任する。
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決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 11,861,025 22,099 1,154 （注）１ 可決　(98.91%)

第２号議案 （注）２

安永　竜夫 11,649,935 233,169 1,405 可決　(97.15%)

堀　健一 11,722,882 160,221 1,405 可決　(97.76%)

宇野　元明 11,727,609 155,498 1,405 可決　(97.80%)

竹増　喜明 11,719,437 163,670 1,405 可決　(97.73%)

中井　一雅 11,752,530 130,580 1,405 可決　(98.00%)

重田　哲也 11,732,709 150,401 1,405 可決　(97.84%)

佐藤　理 11,751,246 131,864 1,405 可決　(97.99%)

松井　透 11,752,805 130,305 1,405 可決　(98.01%)

大黒　哲也 11,768,418 114,692 1,405 可決　(98.14%)

サミュエル　ウォルシュ 11,808,693 74,415 1,405 可決　(98.47%)

内山田　竹志 11,308,537 574,566 1,405 可決　(94.30%)

江川　雅子 11,814,524 68,584 1,405 可決　(98.52%)

石黒　不二代 11,833,645 49,466 1,405 可決　(98.68%)

サラ　L.　カサノバ 11,864,379 18,733 1,405 可決　(98.94%)

ジェシカ　タン　スーン　ネオ 11,866,518 16,594 1,405 可決　(98.95%)

第３号議案 （注）２

藤原　弘達 11,680,101 203,009 1,478 可決　(97.40%)

林　眞琴 11,853,887 29,226 1,478 可決　(98.85%)

塩谷　公朗 11,747,799 135,312 1,478 可決　(97.96%)

出席株主数

（書面・電磁的方法による出席を含む）

112,329名

（議決権を有する総株主数278,548名）

出席株主の議決権の個数

（書面・電磁的方法による行使を含む）

11,991,627個

（総議決権個数15,266,382個）

出席（行使）割合 78.549％

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

（注）１．第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

２．第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席

及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことに

より可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の内賛成、反対及び棄権の確認

ができていない議決権数は加算しておりません。

(5）出席株主数及びその議決権個数

以　上
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